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医療保険制度が改正されます 今年4月から国民健康保険の 
　
国
民
健
康
保
険
は
み
な
さ
ん
が
安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
た
め
の
大
切
な
医
療
保
険
制
度
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
安
心
し
て
医
療
が
受
け
ら
れ
る
た
め
に
、
制
度
の
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
す
。
　
 

　
平
成
20
年
4
月
か
ら
下
記
の
よ
う
に
大
き
く
変
わ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
の
で
、
今
月
号
と
来
月
号
に
わ

た
り
、
制
度
改
正
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
 

■
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
が
始

　
ま
り
ま
す
 

 　
平
成
20
年
度
よ
り
、
40
歳
か
ら
75
歳
未
満
の
国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
を
対
象
に
、
メ
タ
ボ
リ
ッ

ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
（
内
臓
脂
肪
症
候
群
）
な
ど
の

生
活
習
慣
病
に
着
目
し
た
「
特
定
健
診
・
特
定
保

健
指
導
」
が
始
ま
り
ま
す
。
 

　「
特
定
健
診
」
で
は
生
活
習
慣
病
、
と
り
わ
け

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
該
当
者
や
予
備

群
を
減
少
さ
せ
る
た
め
対
象
者
を
把
握
し
、
「
特

定
保
健
指
導
」
で
そ
の
対
象
者
の
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク

シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
予
防
・
改
善
に
向
け
て
の
生
活

改
善
を
指
導
し
ま
す
。
 

　
詳
細
に
つ
い
て
は
3
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
 

■
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
制
度

　
が
創
設
さ
れ
ま
す
 

 　
医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
世
帯
に
介
護
保
険
の

受
給
者
が
い
る
場
合
、
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の

そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
負
担
限
度
額
を
適
用
後
に
、
両

方
の
年
間
の
自
己
負
担
を
合
算
し
て
一
定
の
限
度

額
（
年
額
）
を
超
え
た
場
合
は
、
超
え
た
分
が
申

請
さ
れ
ま
す
。
（
平
成
20
年
4
月
診
療
分
か
ら
）
 

■
65
歳
以
上
の
人
の
保
険
税
の
年
金

　
天
引
き
が
始
ま
り
ま
す
 

 　
65
歳
以
上
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
保
険
税

納
付
に
つ
い
て
、
年
金
か
ら
の
天
引
き
（
特
別
徴

収
）
が
始
ま
り
ま
す
。
た
だ
し
、
次
の
場
合
は
保

険
税
の
天
引
き
は
行
わ
れ
ま
せ
ん
。
 

①
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
で
は
な
い

　
場
合
 

②
世
帯
内
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
が
全
員

　
65
〜
74
歳
で
は
な
い
場
合
 

③
年
金
が
年
額
18
万
円
未
満
の
場
合
 

④
介
護
保
険
料
と
の
天
引
き
額
の
合
計
が
、
年
金

　
額
の
2
分
の
1
を
超
え
る
場
合
 

こ
の
よ
う
な
場
合
、
従
来
ど
お
り
納
め
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
（
普
通
徴
収
）
。
 

﹇
納
期
に
つ
い
て
﹈
 

　
特
別
徴
収
の
方
は
年
6
回
（
偶
数
月
）
の
納
期

と
な
り
、
普
通
徴
収
の
方
は
従
来
ど
お
り
年
10
回

の
納
期
と
な
り
ま
す
（
下
表
「
年
間
納
期
」
を
参

照
）
。
 

■
70
歳
か
ら
74
歳
の
方
の
窓
口
負
担

　
の
見
直
し
（
負
担
引
き
上
げ
の
凍

　
結
）
に
つ
い
て
 

 　
70
〜
74
歳
の
方
（
注
1
）
が
医
療
機
関
で
治
療

を
受
け
た
と
き
に
お
支
払
い
い
た
だ
く
窓
口
負
担

に
つ
い
て
、
昨
年
の
制
度
改
正
で
は
、
平
成
20
年

4
月
か
ら
2
割
負
担
に
見
直
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
今
回
「
与
党
高
齢
者
医
療
制
度

に
関
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
に
お
い
て
、

平
成
20
年
4
月
か
ら
平
成
21
年
3
月
ま
で
の
一
年

間
、
窓
口
負
担
を
1
割
に
据
え
置
く
こ
と
が
取
り

ま
と
め
ら
れ
る
見
込
み
と
な
り
ま
し
た
。
 

　
な
お
、
正
式
に
決
定
さ
れ
れ
ば
、
3
月
に
新
た

な
高
齢
受
給
者
を
再
発
行
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

 【
窓
口
負
担
】 

           （
注
1
）
既
に
「
3
割
」
負
担
の
方
及
び
後
期
高

　
　
　
　
齢
者
医
療
制
度
の
対
象
と
な
る
一
定
の

　
　
　
　
障
害
認
定
を
受
け
た
方
は
除
き
ま
す
。
 

　
現
在
お
手
持
ち
の
阿
蘇
市
国

民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
（
保

険
証
）
は
、
3
月
31
日
が
有
効

期
限
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

3
月
の
最
終
週
に
配
達
記
録
郵

便
で
お
届
け
す
る
予
定
で
す
。
 

　
た
だ
し
、
国
民
健
康
保
険
税

が
納
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ
て

い
な
け
れ
ば
、
郵
便
で
の
交
付

は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
納
期
限

ま
で
の
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。
 

　
ま
た
、
納
期
限
ま
で
の
納
付

が
困
難
な
場
合
、
市
役
所
で
は

随
時
納
税
相
談
を
行
っ
て
い
ま

す
の
で
、
お
早
め
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。
 

※
今
回
の
改
正
内
容
に
つ
い
て
、
わ
か
り
に
く
い

点
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
ご
遠
慮
な
く
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
 

　
　
　
　
健
康
福
祉
課
国
民
健
康
保
険
係
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
2
2
ー
3
1
6
7
 

 

■
子
ど
も
の
自
己
負
担
割
合
が
変
わ

　
り
ま
す
 

　
現
在
、
3
歳
の
誕
生
月
（
3
歳
の
誕
生
日
が
1

日
の
場
合
は
前
月
）
ま
で
の
自
己
負
担
割
合
は
2

割
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
対
象
年
齢
が
、
義

務
教
育
就
学
前
ま
で
拡
大
さ
れ
ま
す
。
 

 ■
療
養
病
床
入
院
時
の
「
食
費
・
居
住
費
」

　
負
担
の
対
象
年
齢
が
65
歳
以
上
に
な
り
ま
す

　
 

　
現
在
、
70
歳
以
上
と
老
人
保
健
で
医
療
を
受
け
る
人
が
療

養
病
床
に
入
院
す
る
と
き
、
食
費
と
居
住
費
を
自
己
負
担
し

て
い
ま
す
が
、
平
成
20
年
4
月
か
ら
対
象
年
齢
が
65
歳
以
上

に
変
わ
り
ま
す
。
 

 

■
退
職
者
医
療
制
度
の
対
象
年
齢
が

　
65
歳
未
満
に
な
り
ま
す
 

 　
退
職
者
医
療
制
度
の
対
象
年
齢
が
、
75
歳
未
満

か
ら
65
歳
未
満
に
変
わ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
65
歳

に
な
る
と
一
般
の
加
入
者
と
な
り
ま
す
の
で
、
平

成
20
年
4
月
の
保
険
証
更
新
か
ら
は
、
一
般
の
被

保
険
者
証
が
交
付
さ
れ
ま
す
。
 

 

平成20年3月31日まで 

3歳の誕生月（3歳の誕生日 
が1日の場合は前月）以前　 
 

平成20年4月1日から 

義務教育就学前　 
（6歳に達する日以降の最初 
の3月31日まで）   　　　 

平成20年3月31日まで 

75歳未満 

平成20年4月1日から 

65歳未満 

平成20年3月31日まで 

70歳以上 

平成20年4月1日から 

65歳以上 

平成20年3月まで 

1割負担 

平成20年4月から 

2割負担（1年間負担を据え置き） 
1割負担 

普通徴収 

特別徴収 

4月 

 

1期 

5月 

1期 

6月 

2期 

2期 

7月 

3期 

8月 

4期 

3期 

9月 

5期 

10月 

6期 

4期 

11月 

7期 

12月 

8期 

5期 

1月 

9期 

2月 

10期 

6期 

3月 

 

国
民
健
康
保
険
被
 

保
険
者
証
 

更
新
の
お
知
ら
せ
 

＜年間納期一覧＞ 
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者
医
療
制
度
の
対
象
年
齢
が
、
75
歳
未
満

か
ら
65
歳
未
満
に
変
わ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
65
歳

に
な
る
と
一
般
の
加
入
者
と
な
り
ま
す
の
で
、
平

成
20
年
4
月
の
保
険
証
更
新
か
ら
は
、
一
般
の
被

保
険
者
証
が
交
付
さ
れ
ま
す
。
 

 

平成20年3月31日まで 

3歳の誕生月（3歳の誕生日 
が1日の場合は前月）以前　 
 

平成20年4月1日から 

義務教育就学前　 
（6歳に達する日以降の最初 
の3月31日まで）   　　　 

平成20年3月31日まで 

75歳未満 

平成20年4月1日から 

65歳未満 

平成20年3月31日まで 

70歳以上 

平成20年4月1日から 

65歳以上 

平成20年3月まで 

1割負担 

平成20年4月から 

2割負担（1年間負担を据え置き） 
1割負担 

普通徴収 

特別徴収 

4月 

 

1期 

5月 

1期 

6月 

2期 

2期 

7月 

3期 

8月 

4期 

3期 

9月 

5期 

10月 

6期 

4期 

11月 

7期 

12月 

8期 

5期 

1月 

9期 

2月 

10期 

6期 

3月 

 

国
民
健
康
保
険
被
 

保
険
者
証
 

更
新
の
お
知
ら
せ
 

＜年間納期一覧＞ 


